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家庭などから出される廃棄物の資源化と減量化のため、各種の分別収集を行って
いますが、4月 1日から一般ごみの分別方法を変更しますので、お知らせします。
現在、一般ごみは一般廃棄物最終処分場で埋立て処理をしていますが、最終処分
場の処理量の減量を図るため、一般ごみを可燃物（燃やせるごみ）と不燃物（燃や
せないごみ）に分別収集することになりました。また、衛生用品ごみは一般ごみ可
燃物として収集しますので、ご協力をよろしくお願いします。
一般ごみ可燃物は週 1回、一般ごみ不燃物は月 1回の収集になりますので、裏面

「平成 20 年度ごみ収集日程表」をご覧ください。

一般ごみ可燃物（燃やせるごみ）

・紙くず・衣類・布くず・木くず
・衛生用品（紙おむつ、生理用品など）
・汚れの取れない容器包装プラスチッ
　ク製品
・プラスチック製品を破砕したもの
・その他（乾燥剤・たばこの吸殻など）

一般ごみ不燃物（燃やせないごみ）

・金属との複合製品
・陶器類くず
・ゴム類くず
・プラスチック製品を破砕しな
　いもの
・鉄類くず・鉄製品

● 4月1日からの分別区分（古紙類以外は指定袋に入れて出してください。）

※指定袋に入らない固体ごみは粗大ごみになります。

衛生用品ごみ 一 般 ご み

一般ごみ可燃物
（燃やせるごみ）

ペットボトル 生　ご　み
空きびん
（無色・茶色・その他）

容器包装
　プラスチック

一般ごみ不燃物
（燃やせないごみ）

空き缶（アルミ
・スチール）

古紙類（段ボール・紙
パック・雑誌・新聞紙）

４月１日から

 ごみの分別方法が変わります
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南富良野町長選挙 立候補事務手続説明会
4 月 20 日に行われる南富良野町長選挙にあたり、立候補の事務手続と留意事項について説明会を
開催します。立候補を予定されている方、また、責任者となられる方はご出席ください。

と　き　3月 31 日�　午後 1時 30 分から

ところ　役場大会議室

その他　立候補届出書類の受領のため印鑑をご持参ください。

● 問い合わせ先 ●　町選挙管理委員会事務局（役場内）� 52‐2112


